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第１ 監査の結果 

   本件請求について、請求人の主張には理由がないと認めます。 

 

第２ 請求の受付 

 １ 請求人 

   (略) 

 

 ２ 請求書の提出日 

   令和６年６月 26 日 

 

 ３ 請求の内容 

   請求の内容は、別紙１のとおりです。 

 

 ４ 要件審査 

   監査委員は、令和６年７月 10 日に要件審査を行い、本件請求が地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号。以下「法」といいます。）第 242 条所定の要件を備えているものと認め、

監査を実施することを決定しました。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査対象事項の決定 

   令和５年７月４日から令和５年７月６日までの間及び令和５年10月30日から令和５年11

月１日までの間に行われた「こども青少年・教育委員会行政視察」において概算払された

議員の宿泊料（以下「本件宿泊料」といいます。）について、精算時に「支給額の減額処

理」を行わなかったことは、違法又は不当な財務会計上の行為に該当するか否かを監査対

象事項としました。 

 

 ２ 監査対象局 

   議会局を監査対象局としました。 
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 ３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

   監査委員は、法第 242 条第７項の規定に基づき、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を

設け、令和６年７月 31 日に追加の証拠の提出を受けるとともに、令和６年８月５日に陳

述を聴取しました。 

   また、監査委員は、令和６年８月１日に監査対象局から見解書（別紙２のとおり）の提

出を受けるとともに、令和６年８月５日に監査対象局職員から陳述を聴取しました。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 請求人及び監査対象局職員の陳述 

   請求人及び監査対象局職員から聴取した陳述内容は、別紙３から別紙４までのとおりで

す。 

 

 ２ 事実関係の確認 

   請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象局からの提出書面及び監査対象局職

員の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

  (1) こども青少年・教育委員会行政視察について 

    こども青少年・教育委員会では、こども青少年局及び教育委員会の所管に属する事項

について調査・研究する等のため、横浜市会会議規則（昭和 43 年５月横浜市会規則第

1号）第71条の規定による議長の承認を得て、令和５年７月４日から同月６日まで兵庫

県及び大阪府（以下「第１回行政視察」といいます。）へ、同年10月 30日から同年11

月１日まで福井県及び石川県（以下「第２回行政視察」といいます。）への行政視察を

実施しました。第１回行政視察及び第２回行政視察には、それぞれ議員 11 人が参加し

ています。 

  (2) 議員の出張旅費（宿泊料を含む）について 

    議員の出張に係る旅費については、横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例（昭和31年８月横浜市条例第30号）第５条第２項の規定により、横浜市

旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)（以下「旅費条例」といいます。）中、特号

の者に支給する額により、旅費条例を準用して支給することとなっています。 

    旅費条例第４条では「内国旅行の旅費の種類は、（中略）日当、宿泊料、食卓料、移
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転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。」とされ、同条例第13条で「日当、宿泊料

及び食卓料は別表に掲げるところに従い、定額により、これを支給する。」とされてい

ます。また、別表では、特号の区分に該当する者に対しては、宿泊料として１夜につき

16,500円を支給することが定められています。 

    旅費条例における旅費の具体的な支給基準については、「旅費取扱いの手引き」（以

下「手引き」という。）として総務局労務課により定められており、手引きの「内国旅

費 ６ 宿泊料」の「(2) 支給額の調整」の項において、「現在はインターネットの普

及等により、宿泊代金を確認することが容易であることから、金額及び内訳を確認でき

る資料により、支給額の減額調整を行います。」とされています。一方、監査対象局に

よると、議員においては、平成26年６月に総務局労務課に取扱いを確認し、「議員に旅

費を支給するにあたり、市外出張に伴う宿泊料については、横浜市旅費条例で定める定

額を支給します。」としているのとのことです。 

    また、監査対象局によると、行政視察の旅費については、議員の宿泊料等を議会局の

書記がとりまとめて支払う必要があるため、横浜市予算、決算及び金銭会計規則（昭和

39年３月横浜市規則第57号。令和６年４月１日改正前の規定）第130条第１号により概

算払されています。概算払を受けた場合の旅費の精算については、同規則第131条によ

り、精算残金のあるとき、及び局長が必要と認める場合のほかは、横浜市職員服務規程

（平成21年３月達第３号）第６条第２項の規定による復命をもって精算に代えることが

できるとされていて、行政視察においては視察終了後に議長宛てに報告書を提出するこ

ととされています。 

横浜市会会議規則（抜粋） 

(審査または調査のため委員の派遣) 

第 71 条 委員会は、審査または調査のため、委員を派遣しようとするときは、あら

かじめ議長の承認を得なければならない。 

横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（抜粋） 

(費用弁償) 

第５条 議員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和 23 年 10 月横浜市条例第 73 号)中、特号の

者に支給する額により、同条例を準用してこれを支給する。 

（第３項及び第４項省略） 

横浜市旅費条例（抜粋） 

第１条 本市職員その他の者で、公務のため旅行するときは、別に定めるもののほ

か、この条例の定めるところにより、旅費を支給する。 

（第２条及び第３条省略） 



 

４ 

第４条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食

卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。 

（第５条から第 12 条まで省略） 

第 13 条 日当、宿泊料及び食卓料は別表に掲げるところに従い、定額により、これ

を支給する。 

（以下省略） 

別表  

区分 車賃( １ キ ロメ

ートルにつき) 

日当(１日

につき) 

宿泊料(１

夜につき) 

食卓料(１

夜につき) 

特 

号 

市長、副市長及び教育委

員会の教育長 

円 

37 

円 

3,300 

円 

16,500 

円 

3,300 

１ 

号 

技監並びに８級の職務にあ

る者及びこれに準ずる者 

37 3,000 14,800 3,000 

２ 

号 

７級及び６級の職務にある

者並びにこれらに準ずる者 

37 2,900 13,900 2,900 

３ 

号 

５級の職務にある者及びこ

れに準ずる者 

37 2,600 13,100 2,600 

４ 

号 

４級及び３級の職務にある

者並びにこれらに準ずる者 

37 2,200 11,300 2,200 

５ 

号 

２級及び１級の職務にある

者並びにこれらに準ずる者 

37 1,700 11,000 1,700 

       

横浜市予算、決算及び金銭会計規則（抜粋） 

(概算払) 

第 130 条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 

(1) 旅費 

（第２号から第12号まで省略） 

 

(概算払の精算) 

第131条 概算払を受けた者は、概算払金精算書(第50号様式)を作成し、領収書等を

添え、次に掲げるところにより局長に提出しなければならない。ただし、前条第１

号に掲げる経費(費用弁償を除く。)については、精算残金のあるとき、及び局長が

必要と認める場合のほかは、横浜市職員服務規程(平成21年３月達第３号)第６条第

２項の規定による復命をもって精算に代えることができる。 

(1) 毎月必要とする経費については、翌月末日までに提出すること。 

(2) 前号以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内

に提出すること。 

（第２項から第４項まで省略） 

 

  (3) 本件宿泊料について 

   ア 第１回行政視察に係る公金の支出について 

     第１回行政視察の実施については、令和５年６月７日に議長により決裁されていま

す。 
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     市外出張旅費請求書（兼領収書）を添えた令和５年６月14日付の請求書により、代

理人議会局総務課長から第１回行政視察に係る出張旅費として、宿泊料363,000円

（16,500円×２日×11人）を含む892,210円が請求され、同日に起案された支出命令

書が同月16日に議会局議事課長により決裁され、同月26日に代理人議会局総務課長に

概算払されました。 

     また、令和５年７月19日付の概算払金精算書に基づき、第１回行政視察に係る議員

旅費の概算払金受領額と同額で精算され、概算払金精算書に添付された支出内訳書に

よれば、差引額は０円でした。 

   イ 第２回行政視察に係る公金の支出について 

     第２回行政視察の実施については、令和５年７月28日に議長により決裁されていま

す。 

     市外出張旅費請求書（兼領収書）を添えた令和５年９月４日付の請求書により、代

理人議会局総務課長から第２回行政視察に係る出張旅費として、宿泊料363,000円

（16,500円×２日×11人）を含む936,760円が請求され、同日に起案された支出命令

書が同月11日に議会局議事課長により決裁され、同月29日に代理人議会局総務課長に

概算払されました。 

     また、令和５年11月７日付の概算払金精算書に基づき、第２回行政視察に係る議員

旅費の概算払金受領額と同額で精算され、概算払金精算書に添付された支出内訳書に

よれば、差引額は０円でした。 

  (4) 本件宿泊料の支給について 

    監査対象局によると、議員が旅費を請求するにあたっては、議員からの委任に基づき、

議会局総務課長が旅費請求の代理人となり、代理人である議会局総務課長が市外出張旅

費請求書により旅費を請求するとのことです。 

    また、概算払により代理人の口座に振り込まれた旅費は、代理人が事業所管課の議事

課随行職員に渡し、議事課随行職員が支払等に使用したとのことです。 

    宿泊料は２(2)で確認した通り、定額支給するものとされていますが、監査対象局に

よると、実際の支払いに当たり、不足する場合は議員の私費で不足分を支払い、残額が

生じた場合は議員に渡しているとのことです。本件宿泊料の支払いについては、監査対

象局から議事課随行職員への聞き取りによれば、いずれも宿泊料として概算払された議
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員一人当たり１夜につき16,500円より安かったと記憶しているとのことでした。なお、

監査対象局によると、領収書は発行されたものの、旅費の精算において使用する必要が

ないので廃棄した、職員が作成する出納を記録したメモはあるが、現金管理が終了した

後に処分したとのことです。 

 (5) 議員等の市外出張に伴う宿泊料の取扱いについて 

    総務局労務課によると、平成 26 年に議会局と調整を行った記録は残っておらず、現

時点では取扱いについて承知していたか正確な答えをすることは困難とのことです。ま

た、議員等の市外出張に伴う宿泊料について、手引きに定められている精算時の「支給

額の減額処理」の取扱いについては任命権者の判断になるとのことです。 

    これに関連して、旅費条例第 24 条に、任命権者が旅費の定額を減じることについて

定められていることが認められます。 

    なお、監査対象局によると、旅費条例を準用するに当たり、議員は公選職という位置

付けから法的な任命権者が明らかになっていないものの、平成 26 年当時の整理として、

地方財務実務提要を参考に、「議会の事務の統理者であり、かつ、代表者である」議長

に確認しながら調整したものと考えているとのことです。 

    これに関連して、地方財務実務提要において、議長と議員との関係は、事務処理上の

命令権者と受命者との関係にはないものの、議員の公務上の出張に係る出張命令等に相

当するものについて「当該費用弁償の支出手続上等の面からいっても、（中略）、結局、

議会の事務の統理者であり、かつ、代表者である議長が行わざるをえない」と考えられ

るとの記載が認められます。 

横浜市旅費条例（抜粋） 

第 24 条 任命権者は、時宜により旅費の定額を減じ又は旅費の全部若しくは一部を 

 支給しないことがある。 

 任命権者は、特別の事情により職員その他の者がこの条例の規定による旅費により

旅行することが困難である場合には、市長の承認を得て、旅費を増額することができ

る。 

 

 ３ 監査委員の判断 

   以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

  (1) 本件宿泊料の支出について 

    こども青少年・教育委員会行政視察の実施については、決裁権者である議長により決
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裁されていることが認められます。また、本件宿泊料については、議員 11 人に係る市

外出張旅費請求書（兼領収書）に記載された出張年月日、出張先及び出張用件が、常任

委員会行政視察申出書並びに出張命令書及びこども青少年・教育委員会行政視察概要に

記載されている出張期間、出張先及び出張用件と一致しており、本件宿泊料を含む旅費

の支給に係る支出命令については、専決権者である議会局議事課長により決裁されてい

ることが認められます。 

    そのため、本件宿泊料の支出については、関係規定に基づき適切に支給されているも

のと認められるため、違法又は不当な財務会計上の行為に該当するとは認められません。 

  (2) 本件宿泊料の精算時の「支給額の減額処理」について 

    本件宿泊料を含む旅費の支出は、横浜市予算、決算及び金銭会計規則第 130 条に基づ

き概算払されているため、同規則第 131 条に基づく精算を行うことが必要です。 

    本件宿泊料を含む旅費の支給に係る精算については、専決権者である議会局議事課長

により決裁されていることが認められます。 

    本件請求において請求人は、旅費の支給については手引きに基づき「宿泊代金の金額

及び内訳を確認できる資料により、支給額の減額調整を行い」「特別職公務員であって

も、その対象となっている」にも関わらず、「議会局が事務をした議員の支出内訳書」

には「疎明資料もなく、精算を受けたことになる。これは、会計規則第 131 条第１項に

違反する」と主張しています。 

    監査対象局は、議員に支給される宿泊料は、「旅費条例に基づき算定される定額を支

給することとしているため、そもそも宿泊料に精算残金は生じません」とする取扱いを

述べています。 

    総務局労務課が定める手引きには「内国旅費 ６ 宿泊料」の「(2) 支給額の調整」

の項において、金額及び内訳を確認できる資料により、支給額の減額調整を行うことに

ついて定められていますが、監査対象局は、条例の通りに定額支給として取り扱い、支

給額の減額調整を行っていないことが認められます。 

    総務局労務課によると、手引きの準用については、任命権者の判断となるとのことで

す。また、旅費条例第 24 条の規定のとおり、旅費の定額を減じることは任命権者が行

うものとされています。 

    議員の任命権者の扱い及び議員の出張命令に関する法令上の規定は明らかではないも
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のの、当該出張に係る費用弁償の支出手続は「議会の事務の統理者であり、かつ、代表

者である」議長が行うものとされています。監査対象局においても、旅費条例を準用す

るに当たり、任命権者に相当する議長に確認しながら、平成 26 年に総務局労務課に確

認を行ったうえで、支給額の減額調整を行わない取扱いとすることを判断したものと考

えられます。 

    そのため、請求人の主張する、本件宿泊料の支給について、手引きに定められている

支給額の減額処理を行っていないという監査対象局の支出及び精算の処理については、

手引きの取扱いとは異なっていますが、不当なものとまでは認められません。 

    横浜市予算、決算及び金銭会計規則第 131 条にある「領収書等を添え」精算するとさ

れている点についても、旅費のうち宿泊料に係る部分は定額支給としているので、精算

時に実際に使用した金額の確認が不要ということを踏まえると、規則の趣旨に反する不

当なものとまでは認められません。 

    そのため、本件宿泊料の精算については、精算時に「支給額の減額処理」を行わない

ことも含め、違法又は不当な財務会計上の行為に該当するとは認められません。 

 

 ４ 結論 

   以上のことから、本件宿泊料について、精算時に「支給額の減額処理」を行わなかった 

ことは、違法又は不当な財務会計上の行為とは言えません。 

   したがって、請求人の主張には理由がないと判断しました。 

 

 ５ 判断の根拠とした書類 

(1) 議会局提出分 

ア 見解書 

イ 令和６年７月 19 日監監第 377 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提

出について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

ウ 令和６年８月８日監監第 433 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提出

について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

 (2) 総務局労務課への調査分 

令和６年８月８日監監第 441 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提出に



 

９ 

ついて（依頼）」に対する回答及び提出資料 

 

第５ 監査委員の辞退 

   清水富雄監査委員から、第１回行政視察及び第２回行政視察の当事者であったことから、

本件請求の監査の執行を辞退する旨の申し出がありました。そのため、清水富雄監査委

員は本件請求の監査に加わっておりません。 
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払う必要があるため、横浜市予算、決算及び金銭会計規則（昭和 39 年３月横浜

市規則第 57 号。令和６年４月１日改正前の規定）第 124 条第１項第４号の２に

より資金前渡としており、第 130 条第１号により概算払によっています。概算払

を受けた場合の旅費の精算については、同規則第 131 条第１項ただし書により、

精算残金のあるとき、及び局長が必要と認める場合のほかは、横浜市職員服務規

程(平成 21 年３月達第３号)第６条第２項の規定による復命をもって精算に代え

ることができるとされていて、行政視察においては視察終了後に議長宛てに報告

書を提出することとしています。 

(5) なお、令和６年度以降の議員の宿泊料については、社会情勢を踏まえ、また令

和４年６月に横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョンが策定されたことか

ら、議会としても自律的に歳出改革に取り組む必要があるため、支給額の減額調

整を行うこととしました。 

 

３ 本件における旅費の精算について 

(1) 令和５年７月４日から同月６日までの神戸市等へのこども青少年・教育委員会

（以下「委員会」という。）の行政視察（以下「第１回目行政視察」という。）は、

住民監査請求の対象となる議員 11 名につき、同月４日については神戸市内に宿

泊し、同月５日については大阪市内に宿泊する予定で、宿泊料につき概算払いで

前渡金を受けた上で視察を実施し、予定どおり宿泊しました。そのため、旅費の

精算手続に添付された議員 11 名分の支出内訳書には、宿泊料として１人当たり

33,000 円と記載されています。 

(2) 令和５年 10 月 30 日から同年 11 月１日までの福井市等への委員会の行政視察

（以下「第２回目行政視察」という。）は、住民監査請求の対象となる議員 11 名

につき、同年 10 月 30 日については福井市内に宿泊し、同月 31 日については金

沢市に宿泊する予定で、宿泊料につき概算払いで前渡金を受けた上で視察を実施

し、予定どおり宿泊しました。そのため、旅費の精算手続に添付された議員 11 名

分の支出内訳書には、宿泊料として１人当たり 33,000 円と記載されています。 

 

４ 旅費の精算手続の適法性について 

(1) 請求人は、「特号区分である市長・副市長であっても宿泊料金等の宿泊代金の

金額及び内訳を確認できる資料により、支給額の減額調整を行いことであり（原

文ママ）、特別職公務員であっても、その対象となっている事実がある。」（住民監

査請求書 11 ページ）とし、「議員らが提出した支出内訳書に残金がないとの虚偽

を鵜呑みにし」（同 23 ページ）として、宿泊料に精算残金があることを前提に精

算手続の違法を主張しています。 

しかし、上記２（3）で述べたとおり、議員の宿泊料については旅費条例に基づ

き算定される定額を支給することとしているため、そもそも宿泊料に精算残金は

生じません。 
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(2) 以上のとおり、第１回目行政視察及び第２回目行政視察とも精算手続は適法か

つ正当に行われており、請求人の主張には理由がないため、本件請求を棄却する

との監査結果の決定を求めます。 

以上 
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